
◎道路法等の一部を改正する法律 
（平成三〇年三月三一日法律第六号）   

一、提案理由（平成三〇年三月一四日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました道路法等の一部を改正する法律案の提案理

由につきまして御説明申し上げます。 

 近年の道路を取り巻く社会情勢に鑑みると、国民の安全、安心の確保や生産性向上の

観点から必要な道路整備を引き続き着実に進めていくことが必要であるとともに、災害

や占用物件に起因する道路閉塞の発生等を踏まえ、道路管理の充実による安全性のさら

なる向上が急務であります。加えて、ドライバー不足が深刻化する中で、国際海上コン

テナ車の増加やトラックの大型化に対応し、道路の機能強化により物流生産性の向上を

図ることが喫緊の課題となっております。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措

置の適用期間について、平成三十年度以降十年間延長することとしております。あわせ

て、道路の老朽化に対応するため、補助国道の修繕についても特例措置を適用すること

としております。 

 第二に、道路管理の充実による安全性のさらなる向上を図るため、道路占用者による

占用物件の維持管理義務を創設するとともに、幅員が著しく狭い歩道において歩行者の

安全かつ円滑な通行を確保するため、占用の禁止又は制限を行うことができることとし

ております。あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に

対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。 

 第三に、平常時、災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物

流上重要な道路輸送網を重要物流道路として指定する制度を創設し、国際海上コンテナ

車等の円滑な通行を図るため、通常の道路より水準が高い特別の構造基準を設定すると

ともに、重要物流道路及びその代替・補完路について国土交通大臣が道路啓開及び災害

復旧を代行することができることとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成三〇年三月二二日） 

○西村明宏君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、道路法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、全国的な貨物輸送網の形成及び道路交通の安全の確保とその円滑化を図るた

め、国土交通大臣による重要物流道路の指定に関する制度の創設、道路占用者による占



用物件の維持管理義務の創設、地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は

補助の割合の特例措置の適用期間の延長の措置等を講じようとするものであります。 

 本案は、去る三月五日本委員会に付託され、十四日石井国土交通大臣から提案理由の

説明を聴取し、同日及び十六日に質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成三〇年三月三〇日） 

○野田国義君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、全国的な貨物輸送網の形成及び道路交通の安全の確保とその円滑化を図

るため、国土交通大臣による重要物流道路の指定に関する制度を創設するとともに、占

用物件の適切な維持管理の推進、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合に係る特

例措置の適用期間の十年間の延長等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、重要物流道路の指定と道路整備の在り方、道路の老朽化対策

の推進、無電柱化に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に

よって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


